
パートタイム・有期雇用労働法等説明会を開催しました

～正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の
不合理な待遇差が禁止されます！～

千葉労働局は、令和元年９月から12月にかけて2020年４月１日に施行
（中小企業は2021年４月１日から適用）する「パートタイム・有期雇用
労働法」の説明会を６回開催しました。

＜千葉県自治会館＞

①法改正をめぐる最新情勢について
②パートタイム・有期雇用労働法2020・2021スタートに向けて
③改正労働基準法 ―今後のポイントー
④改正労働者派遣法 ―派遣先企業との均等・均衡―
⑤無期転換ルール及びその特例について

令和元年９月30日（月）／78社102人
柏商工会議所【柏市】

令和元年10月７日（月）／87社110人
千葉県自治会館【千葉市】

令和元年11月１日（金）／31社35人
11日（月）／34社42人

令和元年12月６日（金）／25社31人
18日（水）／23社27人

千葉労働局【千葉市】

＜柏商工会議所＞ ＜取組手順書＞


